
～　会津若松市では、思いやり運転を推進しています　～
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歩行者が渡ろうとしている時、
こんなことしていませんか？

横断歩道を横断しようとしている歩行者がいる場合、
止まらないと「横断歩行者等妨害等違反」という罪になります。
心に余裕をもって、人にやさしい、思いやりのある運転をしましょう。

ドライバーの皆さん
横断歩道では歩行者が優先ですぞ !!

注意！
早朝や夜間でも歩行者や自転車が通行していることが
あります。「こんな時間だから大丈夫！」
そんな油断は禁物です。


